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緊急通報に係る標準インターフェイスの検討状況

○ 現状緊急通報サービス事業者毎に整備されているインターフェイス仕様を標準化し、緊急通報手段を問わず同じ
仕様で緊急通報サービスから連携される各種データの受信を可能とし、データ通信による音声通話、画像・動画の
送受信、チャットによるリアルタイムのやり取り等に対応できるようにする。

○ 現在、中間とりまとめで示した要件定義書及び基本設計書の素案を精査しているほか、標準仕様書案の作成に着手。

○ 実証事業フェーズ２にて、複数消防本部における標準インターフェイス導入に向けた技術検証、画面を模したデモ
ンストレーションを実施予定。
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「緊急通報に係るデータ通信」標準IFの構想 現在の検討事項

① 実証事業フェーズ2の実施
• 要件定義書・基本設計書の
精査

• 消防本部での標準IF実装に
向けた課題・対応策の検討

• 標準仕様書策定に向けた
技術検証

• 各消防本部での標準IF導入
に向けた画面デモンスト
レーション

② 標準仕様書案の作成
• 標準仕様書として定義すべ
き項目・内容の検討

• 実証事業フェーズ２の検証
結果を踏まえた標準仕様書
案の作成





実証事業フェーズ２の概要

○ フェーズ２は、５消防本部における技術検証等に加え、各消防本部における検討結果を取りまとめる体制を構築し、
事業を進める。

 技術検証等
各消防本部における指令システムベンダーによる技術検討等を行う。

 全体検討・全体管理
５消防本部における検討結果の取りまとめや標準仕様書案の作成に加え、５消防本部における検討の進捗状
況を管理するほか、各消防本部の垣根を超え全体として検討すべき事項に関する検討を行う。
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実証事業フェーズ2の体制

技術検証等

実
施
事
項

• 要件定義書及び基本設計書素案の確認・修正案の
提示

• 標準仕様書案作成に向けた技術検討
• 各消防本部での標準IF実装に向けた課題・対応策の

検討

全体検討・全体管理

実
施
事
項

• 各消防本部の検討結果のとりまとめ、とりまとめた結
果を踏まえた標準仕様案の検討

• セキュリティ対策や利用ネットワーク等、各消防本部
を超えて全体として検討すべきテーマの検討
（検討状況の一部を後述）

• 各消防本部の進捗管理

体制毎の役割





緊急通報に係る標準インターフェイスの標準仕様書の作成

○ 標準インターフェイスの標準仕様書として、定義すべき項目、内容を整理した。
○ また、定義した各内容を基に、標準仕様書案作成に向けてフェーズ２において検討すべき事項を洗い出した。
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目次構成案
標準仕様書案作成に向け検討が必要な事項（例）

目次 概要

第１章 目的と概要

• 標準インターフェイス策定の背景目的
• 標準インターフェイスの標準仕様書の策定

に当たって対象とする業務・仕様定義範囲
等

• ゲートウェイ装置の定義要否
• SIPサーバの配置

第２章 データ連携方式

• 使用する回線の定義
• 使用するプロトコル・メソッド、コーデック等

の定義
• ゲートウェイに関する機能仕様 等

• 緊急通報手段毎の通信パターン
• 回線種別、回線品質
• プロトコル・メソッド等の精査、メッセージ部の定義

第３章 機能要件
• 標準IFを介し、実現する機能要件
• 画面領域の要件（共通領域、自由領域）

• 機能要件、機能要件の実現方式（実現性）
• 画面要件として定義すべき事項（操作性に係る要件 等）

第４章 電文一覧
• 指令システムと接続するシステム間の電文

定義

• 緊急通報手段のパターンに応じた書き分けの要否
• 電文一覧
• 指令システム-緊急通報サービス間の電文定義
• 指令システム-高所監視カメラ間の電文定義

第５章 機能別シーケンス図
• 指令システムと接続するシステム間のシー

ケンス図

• 緊急通報手段のパターンに応じた書き分けの要否
• シーケンス一覧
• 指令システム-緊急通報サービス間のシーケンス図
• 指令システム-高所監視カメラ間のシーケンス図

第６章 準正常系・異常系
• 電文伝達に異常が見られた場合に行う処理

の内容（競合、エラー応答等）
• 競合マトリクス
• エラー応答の規定

第７章 非機能要件
• 標準IFを介した通信の実現に求められる非

機能要件
• （必要に応じて更新・非機能要件項目の追加）

実証事業フェーズ２において検討





検討状況
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検討状況（IP無線に係る標準インターフェイス）

検討事項 中間とりまとめ時点 中間とりまとめ～現在まで

音声接続
実現方式

•指令制御装置を経由する実現方式①と、無
線回線制御装置を経由する実現方式②の２
案を検討中。

•実現方式②を利用する機能の差によって２種類に
分類し、３案の実現方式に関する比較検討を実施。

音声接続仕様 •指令システム-消防救急デジタル無線の共通
インターフェイス仕様と同様のOD+LAN接続を
想定。

•改修コストや運用上の課題の発生可能性を考慮し、
OD+LAN接続、LAN接続の２案の比較検討を実施。

各種定義書
の作成

•要件定義書・基本設計書（素案）を作成中。 •要件定義書や基本設計書、標準仕様書の素案を
作成中。

Ｐ8,9,10参照

Ｐ11.12参照

Ｐ13参照

○ IP無線に係る標準インターフェイス検討については、中間とりまとめ以降、指令システム及び消救無線-IP無線間の
音声接続を実現する方式や接続仕様について検討を実施した。その結果、次のとおりとすることが適当と考えられる。

 無線回線制御装置を経由し、消救無線の既存機能である同一チャネル内複数基地局選択機能を利用する方式を採用

 音声通信及び非音声通信の双方については、LAN接続仕様を採用

○ 今後、実現方式及び接続仕様の検討結果を基に、要件定義書、基本設計書及び標準仕様書の素案を作成。

○ 公共安全LTEについては、外部接続仕様の決定を待って検討を開始予定。

○ 車載端末（AVM）については、標準インターフェイスの整備に向けた情報収集・現状整理を実施中。





（参考）音声接続時に利用する機能
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実現方式②－１
（異チャネルグループ機能）

実現方式②－２
（同一チャネル内複数基地局選択機能）

イメージ

• 消救無線チャネルとIP無線チャネルを接続し拡張チャネルと
することで消救無線とIP無線の相互接続を行う方式

• 消防指令システム - 消防救急無線間共通インタフェース仕
様（TS-1023）に定義されている機能のため、どの事業者も
音声接続が可能
ただし、異チャネルグループ機能を実装していないベンダー
は異チャネルグループ実装のための改修が必要

• 既存の消救無線チャネルとIP無線チャネルを接続して拡張
チャネルとすることから、IP無線用のチャネルの追加が必要

• 既存の機能であるため、指令員の操作性への影響は低い
（煩雑ではない）

特徴

• 消救無線の同一チャネルにて、IP無線GWを一つの基地局とし
て選択することで、消救無線とIP無線の相互接続を行う方式

• 消防指令システム - 消防救急無線間共通インタフェース仕様
（TS-1023）に定義されている機能のため、どの事業者も音声
接続が可能
ただし、一部のベンダーは音声折り返し等の消救無線の改修
が必要

• 既存の消救無線チャネルを利用するため、IP無線の接続にあ
たりチャネルの追加は不要

• 既存の機能であるため、指令員の操作性への影響は低い（煩
雑ではない）









モバイル網に係る標準インターフェイスの標準仕様書等の素案

○ 指令システム及び消救無線-IP無線間の音声接続について、実現方式及び接続仕様の検討結果を基に、要件定
義書、基本設計書及び標準仕様書の素案を作成中である。

目次

章 項目

第1章 目的と概要

第2章 データ連携方式の要件

第3章 機能要件

第4章 電文一覧

第5章 機能別シーケンス図

第6章 準正常系・異常系

第7章 非機能要件

 標準仕様書（素案）の目次構成

13※ 関係者による素案のレビュー及び更新は今後実施予定。

第2章データ連携方式の要件

（1）音声通信の接続仕様（一部抜粋）

第5章機能別シーケンス図

消救無線-IP無線間の音声通信機能（一部抜粋）

上記青枠の部分における
定義内容を例示


